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令和４年度緑区区政運営方針（みどりっちプラン）（案） 

に対する意見募集の結果について 

 

１．回答件数 

  ９件（昨年度 ６件） 

２．意見募集結果 

問 1 緑区では毎年度区政運営方針を策定し、その方針に基づき事業を実施しています。 

あなたは区政運営方針をご存知でしたか？  

回答 回答数 割合 

知っていた ５ ５６% 

知らなかった ３ ３３% 

無回答 １ １１% 

 

問２ この意見募集はどのような手段でお知りになりましたか？ 

回答 回答数 割合 

広報なごや緑区版 ２人 ２２% 

区役所、図書館などの区内官公所 ５人 ５６% 

緑区のホームページ ０人 ０% 

みどりっちの Facebook ０人 ０% 

その他 1人 １１% 

無回答 １人 １１% 
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問 3 区政運営方針をお読みになって、ご意見・ご感想がありましたらご記入願いします。 

自由意見総数  ９件 

主な自由意見および区公所(署)等の取り組みや考え方 

 

 ご意見の内容（要旨） 区としての考え方 所管課 

１ 児童虐待予防について、

もっと具体的な事業がほ

しい。叩くことや怒鳴るこ

とが止められなくて困っ

ている親御さんたちにど

のような支援ができるか、

具体的に広く意見を募り、

実現してほしい。 

児童虐待に関するご連絡は、児童相談

所虐待対応ダイヤル「１８９」だけでな

く、区役所民生子ども課や徳重支所区民

福祉課でも受け付けています。また、区

としては、子育て支援団体の有志とワー

キングチームをつくって、「親が親として

育つこと」を応援する学びの場「みどり

親育ちのがっこう」を行い、その中で、

児童虐待防止につながる「たたかない 

どならない 子育て」などの講座を開催

しています。受講者からはアンケートな

どでご感想やご意見をいただき、次の講

座や支援に活用できるよう努めていま

す。なお、いただいたご意見については、

区政運営方針に反映させていただきまし

た。 

民生子ども課 

 

保健センターが、3か月児・1歳 6か月

児・3 歳児の 3 回、子どもの成長の節目

に実施する乳幼児健康診査において、子

育てに関する悩みがないかお伺いしてい

ます。 

そして、必要に応じて児童相談所によ

る詳しい聞き取りや助言を依頼するな

ど、その後の支援に繋げることにより保

護者の不安解消等に努めています。 

保健センター 

２ 小坂学区の真ん中を流

れる滝ノ水川沿いは、昔か

ら桜のうつくしい並木道

として名所になっている

が、近年病気や虫食いなど

で３～４割が立ち枯れて

いる。桜の苗木の植樹や手

入れを促進してほしい。 

 

滝ノ水川の桜並木につきましては、近

年生育不良木が多く、安全確保のため枯

枝の除去や枯死木撤去などを行っており

ます。今後も適正な維持管理に努め、苗

木の植栽なども検討してまいります。 

緑土木事務所 
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３ 賃貸業でも使える建物・

土地の耐震診断の補助が

ほしい。 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された

非木造の住宅(マンション、共同住宅、長

屋、戸建住宅)を対象にした耐震診断費用

の一部を助成する制度がございます。詳

しくは名古屋市住宅都市局耐震化支援室

（052-972-2921）までお問合せください。 

総務課 

現在行われている防災関

連行事ではいざという時の

シミュレーションができな

い。また、賃貸住宅には自

治会活動に加わりたがらな

い人もいたりして、いざと

いう時に安否確認から始め

る支援、手続きがうまくい

かないのではと不安であ

る。 

緑区では、「防災フェスタ」のような楽

しみながら防災に関する知識を学び体験

するイベントのほか、「全学区避難所開設

訓練」のように地域のみなさまとともに

いざという時を想定した実践的な訓練を

行っています。地域の各団体代表の方を

はじめ住民のみなさまのご意見を伺い、

地域の各種訓練等が充実したものになる

よう支援してまいります。 

総務課 

 

 

 

町内会・自治会加入促進のため、区役

所・支所への「みどりっちポスト（町内

会・自治会加入申込受付ポスト）」の設置、

緑区ホームページからの加入申込受付、

加入促進リーフレットの学区行事や各種

キャンペーンでの配布、関係公所と連携

した転入・転居世帯への配布に取り組ん

でいます。 

地域力推進室 

４ 徳重図書館へいく通路

に机を占拠して携帯をい

じっている人がたくさん

いる。数人の人がスペース

を占有しているのはいか

がなものか。前のように机

をたくさん並べるのを考

えてほしい。 

区民プラザは、誰でもいつでも気軽に

集い、快適に過ごし交流できる憩いの場

として開設されました。 

現在は、新型コロナウイルス感染症の

配慮から、以前と比べて机・椅子の間隔

を開けた配置としていますが、今後は新

型コロナウイルス感染症の感染状況を踏

まえて、順次椅子の数を増やしていくこ

とを考えています。 

 なお、適切な利用でないとおもわれる

場合は、警備員等がお声がけさせていた

だいています。 

 今後とも、利用者の声をお聞きしなが

ら、市民の皆さんが気軽に集い、快適に

過ごせる場所となるよう努めていきま

す。 

 

区民生活課 
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５ 徳重図書館の新聞閲覧

が不便になった。職員も効

率悪くさぼっているよう

にみえる。 

徳重図書館では、令和元年 6 月～7 月

にかけて、利用者から「新聞を長時間独

占している人がいる。待っていても読め

ないので対応してほしい」というご意見

を複数頂いたため、現在は利用者の方に

平等にお読み頂けるようカウンター内保

管とし、1紙につき 20 分のご利用をお願

いしております。 

ご利用の際には専用のカウンターより

スタッフにお声がけください。 

また、先にご利用の方がいらしても、番

号札制となっておりますのでお渡しした

番号札順にご利用いただくことが可能で

す。 

館内業務については迅速に対応するよ

う心がけてまいります。貴重なご意見あ

りがとうございました。 

徳重図書館 

６ 緑区のテニスサークル

の詳細を知りたい。 

大変申し訳ありませんが、区役所では

緑区のテニスサークルについて把握はし

ておりません。 

名古屋市の生涯学習に関わるインター

ネットサイト「生涯学習 webナビなごや」

というサイトでは、テニスサークルをは

じめとして、市民の皆さまが取り組んで

いる様々な活動をご紹介しています。 

また、インターネットで「緑区 テニ

スサークル」などと検索していただくと、

緑区周辺も含めて市内・県内で活動する

サークルをまとめたウェブサイトが見つ

かりますので、ご確認ください。 

地域力推進室 

緑生涯学習 

センター 

 

７ 安心、安全な、豊かな生

きがいのもてる施策をお

願いします。例えば誰もが

いつでもコーヒーを飲み

ながら語らうことができ

る場所を、空き家を利用し

て設置するとか、緑区内の

老人ホームや施設の一部

を付近の住民に語らいの

場として提供してはどう

でしょう。今後の地域共生

社会を目指すためにも障

緑区には、地域のみなさんが身近な場

所に集まって、気軽に楽しくふれあいを

深め交流できる「たまり場（ふれあい・

いきいきサロン）」があります。この「た

まり場」は、地域のコミュニティセンタ

ーなどで、地域のみなさんで運営されて

います。 

「たまり場」には、年代などを問わず

どなたでも参加できる「共生型サロン」

や、主に高齢者を対象とした「高齢者サ

ロン」などがあります。また、高齢者施

緑区社会福祉

協議会 

福祉課 
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害者の生きづらさも理解

しながらみんなで一緒に

時間をすごすことも必要

なのでは。 

設などを利用した集いの場としては、認

知症の方やご家族、地域のみなさん、医

療や介護の専門職など、どなたでも参加

できる「認知症カフェ」があります。 

これらをまとめた「緑区たまり場一覧・

たまり場マップ」は緑区社会福祉協議会

ホームページでご覧いただけるほか、冊

子を区役所などで配布しております。ぜ

ひご活用、ご参加いただければと思いま

す。 

８ 徳重駅のエレベーター

で図書館まで行くのに大

回りして入らないといけ

ないので、非常口を開けて

いただけませんか。 

ユメリア徳重の公共施設と外部との出

入口は、空調や区民プラザ利用者への影

響など施設管理上の理由から 1 か所とさ

せていただいています。 

また、非常口は、法律に基づき、非常

事態が発生した場合に備えて設置してい

るものであり、扉を開けることで非常通

報の代わりとなる機能も備えています。  

これらの理由により通常時に開放する

ことはできませんので、よろしくご理解

をお願いします。 

区民生活課 

９ ユメリア徳重の入り口

のところの柵が頑丈すぎ

て歩道の縁石につまづく

人がいる。設置するのはポ

ールだけでよい。 

ユメリア徳重の敷地内は、原則として

自転車を含む車両の進入を禁止させてい

ただいているほか、施設管理上、歩行者

も含めて通行禁止とさせていただいてい

るスペースがあり、進入防止の目的で柵

を設置しています。 

今後、いただいたご意見も踏まえて、

柵のあり方につきましてはユメリア徳重

内の民間施設等とも協議しながら検討し

てまいります。 

区民生活課 

 


